


平成 29 年度「HACCPチャレンジ事業」実施要領 

平成 2９年４月６日 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部 

監視安全課 HACCP 企画推進室 
 

1.趣旨 

本事業は、世界的にも推奨されている食品の衛生管理手法である「HACCP（ハサ

ップ）」の導入に取り組む食品等事業者をウェブサイト上で紹介することで、事業者

自らが積極的に策定、実行する HACCP による衛生管理の取組を応援するとともに、

我が国における HACCP の普及を推進し、食品安全レベルの更なる向上を図るもので

す。また、この事業を通じて、HACCP の取組を消費者の方々をはじめ多くの方に広

く知っていただき、HACCP 導入の輪を全国に広げていきたいと考えています。 

 

 

2.「HACCPチャレンジ事業」参加資格 

以下の（１）から（３）まで又は（１）、（２）及び（４）の要件を満たす事業者 

（1） 食品等事業者であること。 

（2） HACCP による衛生管理に継続的に取り組んでいること。 

（3） HACCP 自主点検票1を用いて、HACCP を構成する手順１から手順 12 の適応

を自主的に確認している（全てのチェック項目について、評価が「○」である）

こと2。 

（4） 都道府県、保健所設置市若しくは特別区又は地方厚生局の食品衛生主管部局

（以下「食品衛生部局」という。）において HACCP による衛生管理の実施が確

認されていること。 

 

 

 

                                                   
1
 一般食品用の自主点検票は、以下の URL でダウンロードできます。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000082981.pdf 

と畜場・食鳥処理場向け自主点検票は、以下の URL でダウンロードできます。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000082982.pdf 
 
2
 HACCP自主点検票は、食品等事業者が自らHACCPの適応を確認するためのものであり、

第３者による評価を必要とするものではありません。 

別添 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000082981.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000082982.pdf















































